
 

 

 

 

 
 

 

 

 

県内の義務教育諸学校において令和９年度に使用する教科用図書について審議を行う「長野県教科

用図書選定審議会」の委員を公募します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 募集人数 

３名（うち２名以上は、令和８年４月１日に義務教育諸学校に在籍（予定を含む。）する

児童生徒の保護者） 

 

２ 任期 

令和８年４月１日から令和８年８月31日まで 

 

３ 応募資格 

次の条件をすべて満たす方とします。 

○県内に居住し、令和８年４月１日現在で満20歳以上の方 

○教科用図書の採択に直接の利害関係のない方 

○義務教育で使用される教科書について関心をもち、意見を述べることができる方 

○年３回程度、原則平日に開催される審議会に出席できる方 

○過去に長野県教科用図書選定審議会公募委員の任に就いたことがない方 

 

４ 応募方法 

○別添の申込書に必要事項を記入し、｢教科書と教育｣をテーマとした小論文(800字程度、

様式の定めはありません。）を添えて申し込んでください。 

○応募は、郵送、持参のほか、ＦＡＸ及び電子メールでも受け付けます。（電子メールの 

場合、申込書の記載内容と同一であれば様式は問いません。） 

○提出いただいた申込書と小論文は返却しません。 

○申込書は、県教育委員会事務局学びの改革支援課及び東信・南信・中信・北信の各教育 

事務所に備えてあります。また、長野県公式ホームページからダウンロードすることも 

可能です。 

 

５ 募集期間 

令和８年１月13日（火）から令和８年１月26日（月）まで 

（郵送による場合は、令和８年１月26日（月）の消印のあるものまで受け付けます。） 

 

長野県(教育委員会)プレスリリース  令和８年（2026 年）１月９日 

 

長野県教科用図書選定審議会の委員を募集します 



 

６ 選考方法 

○申込書及び小論文の内容により書類審査を行います。（必要に応じて、電話等で応募資

格の確認を行います。） 

○選考結果は、応募者に通知します。 

 

７ 応募先 

〒380-8570 

長野県教育委員会事務局 学びの改革支援課 義務教育指導係 

ＦＡＸ 026-235-7495 

Ｅメール kyogaku@pref.nagano.lg.jp 

 

８ その他 

○令和８年度の審議内容は、「令和９年度に特別支援学校や小・中学校及び義務教育学校

の特別支援学級において教科用図書として使用する一般図書について」です。 

○審議会は公開で行い、委員として発言した内容は公開されます。 

○委員には、長野県の規定に基づいて報酬及び旅費が支給されます。 

○申込書等の個人情報については、選考の目的にのみ使用します。 

○審議会は、公募委員のほか、小・中・特別支援学校の校長及び教諭、市町村教育委員会教

育長、学識経験者等で構成される予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku02/gyose/zenpan/keikaku/keikaku-4.html 

（問合せ先） 

担  当  長野県教育委員会事務局学びの改革支援課 

義務教育指導係 

小林、大原 

電  話    026-235-7434 （直通） 

026-232-0111  (代表) 内線 4389 

E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku02/gyose/zenpan/keikaku/keikaku-4.html

